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申請に必要となる様式は、市のホームページからもダウンロードできます。 

 

 

 

 

 

国立市防犯機器等購入等助成制度の手引き 

市民の防犯意識の高揚と安全で安心な暮らしの実現を目的として、個人住宅に

設置する防犯機器等を購入する場合、その費用の一部を助成する制度です。 

【問い合わせ・提出先】 

国立市行政管理部防災安全課防災・消防係 

〒186-8501 国立市富士見台2-47-1 

電話 042-576-2111 内線 145～147 

ＦＡＸ 042-576-0264 
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申請期間 

 令和７年７月１日から令和８年３月３１日まで 

※令和７年７月１日以降に購入などをした防犯機器が助成対象となります。 

※申請期間内であっても、予算額に達した時点で終了します。 

助成の対象 

（１） 助成の対象者 

市内に住民登録があり、居住している者であって、防犯機器等を購入し、当該住

宅に設置しようとするもの。 

 

（２）対象となる防犯機器 

 ・家庭用防犯カメラ   ・カメラ付きインターホン 

 ・面格子        ・人感センサー 

 ・防犯フィルム     ・防犯性能の高い錠や補助錠の取付け又は交換 

 ・その他、侵入盗被害防止に有用な防犯機器等 

助成対象となる防犯機器が不明な場合は、表面の問い合わせ先までお問い合わせく 

ださい。 

 

注意事項 

・申請は1世帯につき1回限りとなります。1回の申請で複数品目の申請も可能です。

ただし、補助額の上限は1世帯あたり20,000円です。 

・管理者や管理組合など居住者以外からの申請はできません。 

・店舗や事務所への設置は対象外です。（自宅を兼ねている場合は、住宅部分のみ対象） 

・共同住宅については、管理者等の同意が必要です。 

・賃貸物件については、所有者や管理者等の同意が必要です。 

・物件の所有者であっても、当該物件に居住していない場合は申請できません。 

注意事項 

・賃借（リース契約）による設置、運用にかかる通信費や電気料金などは対象外です。 

・自動通話録音機（侵入盗被害防止目的ではないため）、防犯ブザー等の携行できる品目、

マキビシ等の武器・道具は対象外です。 

・機器の購入に伴う配送料等、機器の交換等に伴う撤去費用・移設費用、リサイクル料、

廃棄手数料等は対象外です。 

・譲受品、個人間での購入品（フリマアプリ等を含む）は対象外です。 

・専門業者以外が設置又は交換した施工費用等は、対象外です。 
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助成対象経費と助成金の額 

助成金対象経費：防犯機器等の購入・設置に要する費用（消費税含む）。 

助成金の額：助成対象経費の２分の１の額（1,000円未満切り捨て）とし、20,000

円を限度。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例１）１５,０００円の防犯機器を購入した場合 

  助成対象経費 １５,０００円 

  ２分の１の額 ７,５００円→７,０００円（１,０００円未満切捨て） 

⇒ 限度額の２０,０００円を下回っているため、助成金の額は７,０００円となる。 

 

例２）６０,０００円の防犯機器を購入した場合 

  助成対象経費 ６０,０００円 

  ２分の１の額 ３０,０００円 

  限度額    ２０,０００円 

⇒ 限度額を上回っているため、助成金の額は、２０,０００円となる。 

注意事項 

 ・ポイントを利用してお支払いいただいた場合、その部分は補助の対象となりま

せん。 
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助成金の交付手続きの流れ 

以下の手続きが必要です。 

交付申請 

市に申請 

【提出書類】 

1.国立市防犯機器等購入等緊急助成金交付申請書兼請求書（第１号

様式） 

2.書類等チェックシート 

3.購入した際に発行される領収書※レシート不可（宛名、品名、施

工日又は設置工事施工日、領収金額、領収年月日、販売店等の名称・

住所が記載されたもの） 

4.本人確認書類（運転免許証・健康保険証・マイナンバーカード等） 

申請者、口座名義人、領収書の宛名はすべて同一である必要があり

ます。 

 

【提出方法】 

（１）郵送又は窓口 

上記提出書類を全て郵送または、窓口へ持参 

（２）電子申請 

下記の二次元コードから申請。 

領収書および本人確認書類は、写真を撮るなどしてデータ化

（ファイル形式は、JPEG、PNG、PDF形式）の上、申請画

面上へ添付。 

 

 

 

 

 

 

 

<市> 

交付決定、支払 

交付決定、支払 

申請内容を確認し、第2号様式により通知。 

国立市防犯機器等購入等緊急助成金交付申請書兼請求書に基づき、

支払。 
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その他 

（１） 交付決定の取消し 

市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該助成

金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができます。 

① 偽りその他不正の手段により助成金の交付の決定を受けたとき。 

② この要綱の規定に違反したとき。 

③ 助成金を防犯機器等の購入以外の用途に使用したとき。 

市長は、前項の規定により助成金の交付決定を取り消したときは、国立市防犯機

器等購入等助成金交付決定取消通知書（第４号様式）により、交付決定者に通知し

ます。 

 

（２） 助成金の返還 

市長は、助成金の交付決定を取り消した場合において、既に助成金が交付されて

いるときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとします。 

 


